
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 警視庁 】資料より   

 

令和 ８年 ５月 １１日 発行 

第 ９６ 号 

公益社団法人高槻市シルバー人材センター 

安 全 就 業 委 員 会  

遮断踏切立入り 

ブレーキ不良 
一時不停止 

無灯火 
傘差し運転 
イヤホン運転 
 

携帯電話使用等 
(保持) 

平進禁止違反 
二人乗り 

 

 

歩道通行、逆走 

信号無視 

車道の右側通行 

横断歩行者等妨害 

安全運転義務違反 

踏切不停止 

6,000 円 

3,000 円 7,000 円 

12,000 円 

5,000 円 

最大 50 万円の罰金 
又は 3年以下の懲役 

飲酒運転 

  

安 全 就 業 通 信  
 

ヘルメットの着用

努力義務（罰則なし） 



 

● 前号（第９５号）記載後に発生した会員事故の概要 

事故 

発生日 
種類 性別 年齢 事故の内容 

令和 7年 

12/25 

13:20 

傷害 男 ７５ 
就業中に通用路の階段を通ってい

たところ、足が引っかかり顔面から

転倒し頸椎を損傷した 

令和 8年 

1/24 

16:00 

傷害 女 ７４ 
発注者従業員の子供を公園で見守

り就業中、木の根につまづき、後ろ

に転倒。腰部から下部を強打した 

 

【 令和 ７年度 月別会員事故発生件数 】     （ ）は前年度 令和 8年 4月 7日現在 

月 別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

傷 害 1(0) 0(1) 1(1) 2(1) 0(1) 0(0) 1(1) 1(2) 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 8(9) 

賠 償 1(0) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) 3(2) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 6(3) 

合 計 2(0) 1(2) 1(1) 2(1) 0(1) 3(2) 1(1) 1(2) 2(1) 1(1) 0(0) 0(0) 14(12) 

 

【 年度別 平成２６年度～令和 ７年度 年間平均事故発生件数 】 

年度別 
平成

26 
27 28 29 30 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 平均 

傷 害 5 4 7 15 9 20 13 8 11 11 2 9 9.50 

賠 償 4 5 12 8 10 5 11 5 4 3 2 7 6.33 

合 計 9 9 19 23 19 25 24 13 15 14 4 16 15.83 

 

 

  令和７年度の会員事故は傷害が９件、賠償が６件、その 

他１件で合計１６件という結果になり、傷害事故９件のうち 

転倒事故や熱中症などがあり、それが重大事故につながりか 

ねません。十分に注意しましょう！ 

 

 


